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“移動と交流"2003年度夏期シンポジウム特集

唐代前半の胡漢商人と島練の流通

荒川正晴

はじめに

唐の高祖李淵は、惰末の騒乱で並ひ'立っていた各地の群雄たちが投降してくると、彼

らのために州県を増設した。その結果、州県の数は惰の開皇・大業時現代の倍になった

と伝えられている[w資治通鑑』巻 192、貞観元年 (627)の条]。開皇時代といえば、

情の高祖(文帝)が、地方割拠勢力の拠点となっていた郡を廃止し、州県制を定めたこ

とで知られているので、唐の高祖は、情の州県制を継承したものの、再び数多くの州県

を地方の群雄たちのために置いたことになる。こうしたなか、その次子、太宗李世民が

即位すると、これら数多くの州県は、州 350・県 1500余り(貞観 13年<639>時点)

に併合・整理され、さらにそれらは十道に分けられた。

この太宗による州県の併合・整理が、唐朝の統治のためのネットワーク、すなわち国

都である長安と地方の州県とをつなぐ行政都市のネットワークを十全に機能させるた

めの前提作業となった。そして唐代前半においては、こうした唐の行政都市を結んだ

ネットワークを支えたものこそ、ハードとしての駅道やその上に配された駅館といった

施設、そしてソフトとしての交通システムであったのである。そして、こうしたネット

ワークに沿って、人の移動や情報の伝達とともに、唐朝の統治を支えた税物や軍需物資

などの輸送が果たされていた。税物だけでなく軍需物資の輸送も、穀物とともに絹布の

運搬が主体になっており、しかも当時、絹布、とりわけ絹は商品貨幣として広く流通し

ていた。

本稿は、唐代前半における人の移動とものの流通の特質を熔り出すひとつの手だてと

して、長安・洛陽を中心に北アジア南縁や中央アジアに向かつて広がった唐の勢力圏に

おける商人と絹の動きを探ったものである。なお本稿は、昨年 (2003年)の唐代史研

究会夏期シンポジウムで行った口頭報告を基調としている。内容は多岐にわたり、個々

の問題について十分に分析できなかった部分は多いが、今後さらに検討を深めてゆきた

し、。
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1.唐代の交通体制と胡漢の商人

(1)覇腰掛ト!と駅伝制

唐の駅制の本質的な機能は、国都と地方州府とを直接に結ぶことにあり、その機能を

保証するものこそ、長安から放射線状に広がり、国都とすべての州府とを結びつけてい

た駅道で、あった(1)。駅道については既に陳況遠・青山定雄・厳耕望諸氏によって詳細に

検討されているがω、このうち都城の四面関を通過し四方に延びる六つの幹線路が、国

都と州府とを結ぶ主要駅道と言ってよい。これは、柳宗元の『柳河東集』巻26の館駅

使壁記に示される主要ルートとほぼ同じであり (3)、政治上の重要都市はすべて、これら

主要駅道上にある。

他方、，こうじた駅道は、陳況遠氏によって貫道とも呼ばれるように(4)、貢ぎ物を献上

する道として長安に通じて{いた。各州より貢ぎ物がもたらさ札る正月の長安での元会儀

礼の場が、皇帝と各州とが支配ー従属関係、を再確認する場であることが渡遁信ー郎氏に

よって指摘されており ω、唐にあってもなお、中央と州とを直接に結びつける駅道は貢

道としての側面を強くもっていた。このことからすれば、唐代前半において、園都と地

方州府とが駅道によしって結ぼれる体制が、直轄州府だけでなく輯療州府にまで及ぼされ

ていたことは、当然のことであったω。

さらに、こうした駅道上で機能する駅伝制は、州単位で管理・維持されていた。すな

わち、各州において駅伝制は、人の面での色役(差科}と雑籍、財政面での戸税・公癖

銭や駅田・公癖田により自立的に運用されていた(7)。ただし、 f通典J巻弘}食貨6、賦

税下lとは、次のように見えている[清木場 1996、10-11頁]。

大凡都計租税庸調、毎歳銭粟絹綿布約得五千二百三十余万端疋屯貫石、諸色資課及

勾剥所獲不在其中。其度支歳計、粟則二千五百余万石、三百万折充綿布、深入両京庫。

三百万廻充米豆、供尚食及諸苛官厨等料、並入京倉。四百万江准週造米転入京、充官禄及諸司糧料b五

百万留当州官禄及逓糧。一千万諸道節度軍糧及E捕当州倉。怖絹綿則二千七百余万端屯疋|、千

三百万入西京、一百万入東京、千三百万諸道兵賜及和媛、井遠小州使充官料郵!駅等費n 銭

則二百余万貫。百四十万諸道州宮課料及市駅馬、六十余万添充諸軍州和雑軍糧。

自開元中及於天宝、開拓辺境、多立功勲、毎歳軍用日増。其費擢米粟則三百六十万

疋段、朔方・河西各八十万、隠右百万、伊西北庭八万、 ι安西十二万。河東節度及群牧使各四十万。給

衣則五百二十万、朔方百三十万、臨右百五十万、河西百万、伊西北庭四十万、安西五十万‘河東節

度四十万、群牧二十万。別支計則二百一十万、河東五十万、幽州、剣南各八十万。観軍食則百

九十万石。河東五十万、幽州、剣南各七十万。
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『通典』巻6には、度支(戸部の管下にある会計機関)の年間の経常収支統計(歳計)

として玄宗期のそれが盛られており、そのなかに、前掲のように、支出に用いられた諸

種財物を粟(穀物一般)、布・絹・綿、および銭の三項目に大別し、各々の支出を示し

た統計が見えている{旬。

これを見ると、布・絹・綿 2700余万端屯疋の分に関して、長安・洛陽や諸道に常駐

する軍鎮のための支出以外に、下線部分で示したように、度支の経常支出項目のーっと

して「遠小州J(9) のための官料と郵駅の費用とが挙がっている。つまり、「遠小州」の

官料と郵駅に対して、中央より庸調絹・布が毎年財政支出されていたのである。

李錦続氏は、この「遠小州」を遠州とIJ、外!とに分けて理解し、郵駅費に関しては、遠

州の郵駅は近傍の州の庸調絹・布が充てられて財政支援され、これに対して小州の郵駅

は他州の戸税が回されて財政支援されたと指摘する (10)。したがって下線部分は、冒頭

に「遠小州jとあっても、郵駅費に関しては、遠州にしか関わらないことになる。さら

に李氏は、下線部全体を「遠小州の官料および北辺の輯庶州等の郵駅費Jと理解するこ

とから(11)、氏がここで言う遠州、!とは「北辺Jの露腰州を主体に考えていることがわか

る。

李錦続氏が、このように遠州を「北辺の韓康州等の郵駅費j と特定するのは、儀鳳

4年度の支出案である「儀鳳3年 (678)度支奏抄・四年金部符J(72TAM230:制、<録

文>大津 1986、6頁;文書8、137頁1<写真〉図文 4、65-66頁)のー条が念頭にあ

るからである。すなわち安北都護府・軍子大都護府の「諸駅の賜物」として、霊州、|都

督府・朔州より庸調絹・布が給付されることが度支により指示されていた。安北都護

府・軍子大都護府の「諸駅の賜物Jとは、韓膿州府部落が支えでいた参天可汗道上の

諸駅に対する賜物のことで、諸駅を維持する経費とじて覇康州府部落に賜ったものと

考えられる(12)。実際にこれらの韓康州府部落が置いていた駅が、人畜・糧食を供出し

ていたことは『資治通鑑』巻 198、貞観21年 (647)正月丙申の条の記事よりうかがえ、

さらに別の地域、例えば天山以北においても、覇康州府部落が館駅を置き、何らかの供

出をしでいた知くである(13)。罵腰州府部落が、「諸駅賜物Jとして中央より庸調絹・布

を得ていたのは、駅ごとに負担する人畜・糧食の供出を「貢納Jと観念していたからに

他ならない。したがって、私も度支の経常支出項目の一つになっていた「遠州の郵，駅料」

が、草書康州府部落の館駅経費で、あったとする李錦続氏の見解に同意したい。

すなわち、李錦続氏が指摘されるように、軍需康州府に対して中央が庸調絹・布をもっ

て郵駅費を直接経費負担していた。これに対して、「唐内地州県はみな戸税をもって駅

費(の財源の一つ)に充てjていたのである (14)。なお李氏は、庸調絹・布が支出され

る「遠州の郵駅費j として、「遠小州の官料j と合わせて 210万端屯疋が支出されてい
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たと推算する (15)。

ただし、李氏が「遠小州jを遠州(輯腰掛卜1)と小川、I(正州)とに明確に分けて考え

る点については、賛同しかねる。というのも、唐代において州府は、戸数の規模によ

り上・中・下に分別されるとともに、韓康州府(関内道)にのみ、その管下に「小州J

として州が配されているからである m旧唐書』巻 38地理志 1J(16)。また「小州遠郡、
轡陳夷落」という表現で辺域の異民族の地を示す例 [W旧唐書』巻98慮懐慎伝]が見

えている(17)。前掲の度支歳計が、庸調絹・布の額を具体的に挙げながら、中央より財

政支援すべき対象を指定していることを考えれば、この「遠小州、IJが何を指しているか

は明確なはずである。「遠小州」とは、正州と罷腰掛|、同が合わさった暖昧な表現ではな

く、覇標州のことを一括して表現したものとまずは解すべきであろう。

以上より、私はここに検討した「遠小州の官料と郵駅費Jに関する項目は、建て前と

してはすべて覇廉州府についてのものであると考える。

そこで注目されるのは、この軍需鷹州、|府に対する「郵駅費jが「官料:J(18) と合わせ、

210万端屯疋にもおよぶ額であったととである。こうした辺域へ流されていた大量の庸

調絹・布については、後節であらためて検討したい。

以上の検討から知られるように、庸調絹・布の経費に支えられた軍属探州と自立的な財

政の基盤による正州がそれぞれに、各州単位に供出する人畜・糧食の供与によって、駅

伝制は維持され、それによって唐の公用交通・通信・輸送(税物・軍物・貢物輸送)が

支えられていた。

(2)交通・交易の管理体制

他方、各州では、管下の領民を戸籍に付けて、その移動を厳しく制限した。これは戸

籍に登録することによって、その本貫地に緊縛するという、律令国家における人民支配

の特徴とも言えるものである(19)。この戸籍に付けられたもののなかには、それまで間

接統治を受けていたソグド人コロニーのソグド人のようなものも含まれていた。ただ編

籍されると言っても実際には、一様に同じ戸籍に付けられたわけではなく、既に検討し

たように、実際には「百姓(本貫地で戸籍に登録されたもの)J・「行客(本貫地を離れ

た多様な客戸で、寄住先の州県で編籍されたもの)J・「興胡(外来のソグド商人で、寄

住先の州県で編籍されたもの)Jという、編籍上の別があった(20)。

これらのうち、百姓は、戸籍に付けられた地を離れるのは、原則として許されていな

いが、正当な事由がある場合(帰葬・和羅納入など)に限つで、州県の審査を経たうえ

で、在住の州県を離れることができた。こうした百姓の移動を保証したのが、過所と呼

ばれる通行証であった。基本的には、行客も興胡も、この過所を取得してはじめて各州
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都市の往来が公認される。この過所は、中央以外では、地方においては州でのみ発給す

る権限が認められており、県ではこれを発給することができなかった。このことに端的

に示されているように、過所は州領外の地、つまり広く唐全域の州をまたにかけて往来

することを認める通行証である。その証拠に州領内の往来(隣接する州との往来を含む)

においては、県でも発給できる公験が通行証として利用されていた(20。

ただし、過所は、通行証といっても、過所を発給した州が、過所を携帯する者の通過

を遮ることのないように、他州に対して要請するかたちを取っており、そういう意味で

は、現代のパスポート的な役割を果たしている (22)。

このほか、州では「市J制が整備され、過所ともリンクしながら、官による交易管理

が進んでいた問。こうした編籍制度と通過公証制や「市J制の整備を通じて、それま

で各地域が保持していた交通・交易の管理権を中央に吸収していった。

唐帝国の成立とは、人の往来、ものの流通という側面で見れば、それまで各州郡県に

分散していた、交通・交易の管理権を中央に吸収してゆく過程であり、唐領内のすべて

の州と国都を結びつける駅道の敷設は、それをある意味、具現化したものであった。

(3)唐帝国の領域拡大と胡漢の商人

こうして中央による交通・交易の一元的な管理のもと、中圏内地をカヴ、ァーする交通

幹線(駅道、運河)や中央アジア・北アジアなど周辺地域と直結する交通路が整備され、

都市網が張り巡らされるようになると、唐内地や周辺域において、人やものの流れは飛

躍的に増大していった。とりわけ、前代以来の客商の活動は、唐になってさらに活発化

していったことが推測される。長安が、尼大な人口を抱える最大の消費都市であり、巨

大な需要を生んでいたことからすれば、唐の整備された交通体制のもとに、多くのもの

が客商を通じて長安に供給されていたことは言うまでもない制。また反対に、長安よ

り、交通幹線を通じて四方に向かう客商の活動にも注意される。彼らの往来を見るにあ

たっては、通行許可権を有する各州の官との関係にも留意する必要があろう。

具体的に検討してゆく史料に乏しいが、ここでは主に中央アジアおよび中国華北とそ

の北辺(河東道・関内道北辺域、以下問)・東北辺(河北道北辺域、以下同)に活動し

ていた商人について見ておきたい。

唐代に当該地域において活躍した商人といえば、何よりもソグド商人が挙げられる。

後漢時代に既に中国に姿を見せていた彼らは、 5世紀ころより積極的に東方に進出する

ようになり、キャラヴァン・ルートの拠点や貿易目的地に彼らのコロニーを置き、それ

らを拠点として、交易ネットワークを広げていた(25)。唐領内では、このコロニーは、

中央アジアから中国へのルート、そして長安・洛陽を挟んで、河東道の太原・代州およ

噌ーワ臼



び河北道の幽州・管州など北辺v東北辺への』駅道に沿った主要州都市に置かれていた(後

掲付図参照)。このほか、作州民も彼らのコロニーがあった可能性があるが側、これ以

南の地域には元剣南道を含め、現段階でそのコロニーの存在を確認できる史料はない。 t

ただし、このことは直ちに彼らのコロニーが、そうした地域にまったく無かったこと

を明示するものではない。少し遡るが、『南脊書』巻59商丙虜伝に、建元2・3年 (479・

480)の頃のこと Aとして F時有賀胡在萄Jとあり、また『梁書』巻 18康絢伝に、もと「康

居」出身で、河西より~藍田に遷ってきた康氏一族の康絢の祖父、康穆が、宋の永初年間

中 (420'""'422)に、「郷族三千余家Jを率ドて「裏陽j に移住してきたことが伝えられ

でいる。このことは、唐代の萄や裏陽においても、ツグド人のコロニーが存続していた

可能性を示唆するものであろう。しかしながら、華北以南地域については、とりわけ開

元・天宝期以降にあっては、ソグド人以外の外国商人である波斯や大食商人の交易活動

との関係を考慮すーべきであろう。

というのもv この時期以降、波斯や大食商λは南梅ノレートによる交易活動を本格化さ

せ、ソグド商人とのある種の住み分けが行われていたように見えるからである。妹尾達

彦氏の「異人買宝謂j の分析・研究によって明らかになったように (27)、開元・天宝時

期以降における波斯・大食商人の活動の中心舞台は、 F園都や一部の都市でソグド商人と

重なり合いながらも、おおむね長安・洛陽以南の運河沿いの都市や沿海沿いの大都市で

あった。

日野開三郎氏によって明らがにされたように、 8世紀以降の唐代には外国金融資本

として回紘銭と波斯銭の存在が知られている (28)。回紘銭とは、森安孝夫氏によJってソ

グド商人の金融資本であることが明らかにされており側、これに対して波斯銭とは、

ベルシア商人ムの金融資本のlことを意味している。「銭j とは呼ぶものの、どちらも銭

ばかりでなく金銀・絹吊等の利貸資本を総称した語である。大資本を擁する金融商人

として、利貸・両替等のほか、他人の金銭を預かつて保管の責に任じ、また預入者の

振り出す手形や小切手の支払い業務や送金手形、さらには資本の投資事業も行ってい

たと見られる側。先に見たソグ込ド商人と波斯商人らの活動地域を考えるならば、この

二つの外国金融資本は、ソグド商人と波斯商人らの南北の住み分けの上にうまく機能し

ていたことは十分に予想される。

ところで唐の支配下では、ソグド人のコロニーは、唐の行政組織すなわち州県郷里体

制のなかに組み込まれ(31)、先に触れたように、コロニーのソグド入も漢人と同様に「百

姓jとして各州県に編籍された。また唐の交通・交易の中央管理体制のもと、原則とし

て、唐内地と外国との自由な往来は厳禁されていたが、ソグド人だけは例外的な存在と

なっていた。すなわち、ソグド本国からのソグド商人で唐内地に入り客住しているもの
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は、前掲の「興胡Jとして州県に掌握され、彼らもまた編籍の対象となっていた。朝貢

使節とはまったく関係のない一般のソグド商人でも、中央アジアにおいて過所を取得

し、長安までの通行を容易に果たしていたのである (320

またソグド人にすれば、彼らの交易ネットワークは、唐帝国の成立以降、先に見たよ

うな交通体制に支えられた唐帝国のネットワークの上を重層的に機能するようになり、

彼らの遠隔地移動・通信・輸送を飛躍的に容易にさせていたと見られる。

当然のことながら、唐帝国のネットワークのもと、こうした外国商人だけでなく、漢

人のなかにも積極的に商業活動をするものが存在し、漢人の豪商の存在も目立ってくる

ようになる。たとえば、唐の高宗時期には、長安の漢人豪商として、都鳳織がいたこと

がよ〈知られている。彼は、ソグド商人が多く集まる長安西市の西隣の懐徳坊に居をか

まえていた豪商であり、「邸!古Jを全国各地に設け、四方の物産をあつめて巨利を博し

たという (33)。このほかにも、八世紀ではあるが豪商として名の知られた長安の漢人商

人が数多く知られている (34)。

またよく引かれる史料ではあるが、『通典』巻七、食貨七4 歴代盛衰戸口の条に伝え

られる開元十三年ころの記事として、

東のかた宋.7下に至るまで、西のかた岐州に至るまで、路を爽んで庖・障を列して

客を待し、酒慢は豊溢たり。毎に底は皆な瞳を有し、客に賃して乗らしめ、候忽と

して敷十里あれば、之を騨瞳と謂う。南のかた荊・裏に詣るまで、北のかた太原・

活陽に至るまで、西のかた萄)11・涼府に至るまで、皆な庖・捧を有し、以て商旅に

供し、遠く数千里を適くも、寸刀を持たず。

と見え、長安・洛陽を中心にして東は運河沿いの宋.7下州(河南道)、西は西南方面へ

の萄川(剣南道)や中央アジアに通ずる岐州(関内道)・涼府(障右道)、南は長江中流

域へと繋がる荊州・裏州(山南道)、北はモンゴリアへの太原(河東道)と東北方面へ

の沼陽(河北道)に至るまで、みな「庖・捧Jを構えて「商旅」に供していたという。

この「届・皐Jの広がりは、国都を終起点にして四方に延びる主要駅道をほぼ網羅して

いる。ただし、朔方節度使などが置かれた関内道北辺への記述がここに無いことは、後

の検討とも関わって留意しておきたい。

唐代のfJ古jについては、日野開三郎氏の詳細な研究があり、それによれば「唐Jは

宿泊・飲食業や倉庫・運送業を兼ねるだけでなく、前掲の鄭鳳織の「邸盾」のような規

模の大きなものは、金融業や卸売業・問屋業などを兼ねる場でもあった (35)。前掲の『通

典』の記事でも、「盾Jは宿泊・飲食業や運送業を兼ねていたことを読みとれるが、さ

らに日野開三郎氏は、この記事の「庖Jを検討し、これが投宿する客商などから商品を

qa 
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仕入れては、それをその場で販売するような場ともなっていたと指摘する {3810 さらに

トウルファン文書の f唐開元二十二年 (734)西州高畠県申西州都督府牒為差人夫修堤

堰事J(73TAM509:23!1-1(a)，23!1:'::2(a)，23!1-3(a)、<録文>r文書~ 9、107-109頁。

籍帳1979、377頁/<写真>図文4、317頁)によれば、 トゥルファンで水利施設を修

築する際、役夫を諜す対象のーっとして「底(邸)庖」聞を高昌県が挙げていたこと

から、中国内地だけでなく、遅くとも八世紀前半には中央アジアのトウノレファンにも「邸

庖jが少なからず置かれていたことがうかかえる側。

また『旧唐書』巻 185下、良吏下に、開元5年 (717)ころのこととして、「御史中丞、

兼検校管州都替jであった宋慶1種が、管州の経済振興策として「招輯商胡、為立唐・障j

をしたことが伝えられており、 F商胡1を呼び込むため・に、箔陽からさらに管州にまで

「庖・障Jの設置を充実させている。このことは、こうした「庖・捧Jが、漢人ばかり

でなく、ソグド人客商も盛んに利用するものとなっていたことを示唆している倒。な

かには、唐内地に本買を有するソグド人「百姓jが、「胡(商胡)Jをターゲットにして

「庖j を設置したり側、さらには「胡府jが当時、存在したニとから、波斯人やソグ

ド人の経営する「庖」もあった(41)。

先に見た主要駅道上にあったソグド人コロニーの配置が、同じく主要駅道上に点在す

る「庖Jの広がりと概ね重なることは(後掲付図参照)、この f庖jが唐代のソグド商

人(r興胡Ji百姓J)の活動にとって不可欠なものとなウていたことをうかがわせる。 5

世紀以来、中圏内地に本格的に入植していたソグド人にとっても、唐代における「庖」

の充実は、唐の交通システムとともに、彼らの交易活動に新たな展開をもたらすものと

なったのである。

10世紀の敦埠・トウルファン文書より、漢語の「庖」がソグド語やウイグル語に取

り入れられていたことが知られるが側、このことは、唐代に中国内地やその周辺域に

広範囲に置かれた「府jが、漢人商人だけでなく、ソグド人の商業活動にとっても長い

間、重要な存在となってきたことをうかがわせるものであろう。

さらに唐の支配下に、ソグド人も漢人も同じく f百姓j として編籍され課役を負担す

るなか、コロニーは存続したものの両者の同質化は進展したものと見られる。なかには

漢人の客商に雇用されるソグド人の姿も認められる倒。こうした状況のもと、ソグド商

人(r興胡j・「百姓J) と漢人商人との提携的な関係が構築されるのは自然な成り行きで

あった。なかでも、逮捕地交易における両者の提携が成り立っていたことは注目される。

すなわちその具体的な事例が、次のトウルファン文書に見えている。本文書は、十

断片より成るが、図文において官頭に配されているこ断片に限り、録文と和誇を掲げ

た(糾)。
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「唐西州高島県上安西都護府牒稿為録上訊問曹禄山訴李紹謹両造鱒辞事j

(66TAM61: 17 (b) : 23 (b). 27/2. 27/1 (b)、<録文>文書6、'470-473頁/<写真>図文3、

242-243頁)

①66TAM61: 17 (b) (本断片の官頭二行には奏疏の草稿が記されるが、ここでは省略する)

1 圃昌勝 牒上安西都護困

2 I曹禄山年世
(依検?)

口口案内

(牒得)

3 口口上件人辞稿、向西州長史[

4 口口口在弓月城有京師漢名圏[

5 口口口在弓月城畢取二百七十五疋絹、向穐|

(葱。両箇)

6 口口口相逐、従弓月城向亀輩。阿兄更有

(馬)

7 口口疋、馳両頭、牛四頭、瞳一頭、百疋絹債華

8 口井椀、別有百疋絹慣財物及漢鞍衣裳

9 調度。其李三両箇相共従弓月城向亀葱、

10 不達到亀葱。其李三是漢、有無力語圏、

1し身是盟、..35盤準語aー生工組些閉旦ーしー四ーーーーーーーーー--ーーーーー・
12 行恩津於此問、請ー箇[

(後欠)

(和課)

高昌勝より安西都護府へ牒をもって上申いたします。

曹禄山 年三O歳。

申し上げます。上件人の辞を得たところ、「西州長史に対して・・・・・。弓月城に

京師の漢人で李というものが居り、・・・・・弓月城で二七五疋の絹を借り受け、十亀葱

へ向かいました。(二人は)ともに弓月城より亀蕊へ向かいました。兄はさらに、馬口

疋・馳両頭・牛四頭・瞳一頭・百疋の絹の債に相当する華口や椀、また別に百疋の絹債

相当の財物及び漢の鞍・衣裳・調度を持っていました。李三[李紹謹]と二人でともに

弓月城より亀葱へ向かいましたが、<兄は>亀葱には到着しませんでした。李三は漢人

であり、熱帯をふるって釈明いたしますが、私は胡人であり、漢語は理解できません。

(意味不詳)・・・・。

同

h
d
q
L
 



②66TAM61:23(b)，27/2，27/1(叫

(前欠) (者)

1 口口有所師、請乞禁身、与蓋封園口。

(城?)

2 問穀謹嘗時共兄同伴、向豆因[

童
3 井共萱塁室主及孟井外生居者去口[

城

4 其車塁墾及車孟留住豆旦、其杢三口口
〔安)

5 兄遁取練詑分明付、兄与杢二圃ロロロロ
6 車。杢二見到、唯兄不来、既是口口白室

7 西。兄不語以陳訴、更無口口口口図問圏
(曹果)

8 山得款、別兄巴来、経四年、口口口毅、曹二

呂呂田昌多 (与?李)

_9__J週輩鹿撞白血零露日旦二aー生及Z1____ーーーーーーーーー『ーーーーー『・
10 生児逐杢二後去。其萱塁整、車二是胡、

11 客京師、有家口在。身嘗来日、留住弓I
(月城)

12 月城在、身亦不在弓口口。嘗杢三共
(月)

13 口口去園、国旦[
(後欠)

(和語)

( )帰する所となっています。なにとぞ身柄を拘束して、李紹謹と相対して取り調

べられますことをお願い申しあげます。Jと言、ってまいりました。くそこでまず>禄山

を尋問して得た款[くちがき]には、「李紹謹は当時、兄と隊商を組んで、<京師より

>弓月城ヘ向かいました。さらに曹果毅および曹二、また同居する外甥[姉妹の息子J? 

も共に(弓月城へ〉込往きました。曹果毅および曹二は、弓月城l己留まりましたが、!李三

[李紹謹]が兄より練を借り受けて、それが<李三に>わたされると、兄は李三ととも

に安西に(向かいました入、李三は現に到着しているのに、ただ兄はやづて来ませんで

した。既に安'西・・・・・、兄は安西に到着しませんでしたので、そこで陳情申し上げ

て訴え出ることにいたしました。更に・・・・はありません。」とあります。さらに禄

山を尋問して得た款によれば、「兄と別れて以来、四年経過していますが、<知見人と

なった>曹果毅と曹二らの胡輩たちのところで、確実にともに絹を貸し付けて李三に与

えています。私および外甥は李三の後を追っていきました。曹果毅、曹二はともに胡で

あり、京師で家族とともに客住しています。

(以下、意味不詳)・・・。
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既に別稿において次の諸点を指摘しておいた (45)。まず文書の書写年代は、上限は、

吐蕃によって安西四鎮が陥され、安西都護府が西州に戻された戚亨元年(六七0)四月、

下限は出土古墓の被葬者の没l年である威亨四年(六七三)とみなされる。

また本文書は、債権者であるソグド人の曹禄山の兄(曹炎延)と債務者である漢人の

李紹謹(李三)との聞に生じた、絹の貸借上のトラブ、ルを内容とする訴訟案件であり、

実際に官司に訴え出たのは禄山である。ここに言う官司とは、トゥルファンに置かれて

いた高昌鯨の官司と見られ、①の冒頭では、訴え出た禄山の辞が引用されており、それ

は②の一行目まで続いている可能性が高い。続いて②には、同じく禄山の供述調書が見

えているが、その他ここに引用しなかった八断片にも、高昌牒での審議過程で関係者よ

り取られた多くの供述書(款、くちがき)が見えている。

本文書の内容から明らかなように、本文書に登場する関係者すべてが京師に居住する

ソグド人・漢人であった。曹禄山の兄と漢人の李紹謹は、②の二行目に見えるように「同

伴Jして長安から中央アジアにきていたと見られ、現地で曹禄山の兄は資金(練)を漢

人商人の李紹謹に都合していた。その李紹謹が資金を借り危際に知見人となったのも、

ともに京師より来た②に見える曹果毅と曹二(畢裟)とで、あった。

以上のことから、京師の漢人が、同じく京師に寄住するソグド商人 (i興胡J)と組ん

で、弓月城(イリ)や安西(クチャ)にまで、資金の融通をソグド商人から得ながら広

範囲に商業活動を展開していたことがうかがえる。ここには、特定のソグド人とパート

ナーを組むことによって、彼を通してソグド人の交易ネットワークに乗っていた漢人商

人の姿が認められる。中央アジアでは、唐代以前にあっては、漢人商人の活動は皆無に

等しかったと思われるが、高宗時期に唐が中央アジアに大きく勢力圏を拡大してゆく

と、早くも長安の漢人商人で、同じく長安を本拠としたソグド人と提携して中央アジア

へ出向いて交易をしていたのである。国都を中心に iJ吉Jが点在する唐内地およびその

周辺域に広がった交易圏は、漢人商人とソグド商人 (i興胡J)とが提携的な関係を構築

しながら、さらにその外側へと拡大していったことがうかがえる制。『唐会要』巻 86

関市の条に「天宝二年十月勅すらく、開くが如くんば、関己西の諸国は、興販の往来絶

えずと。託するに求利を以てし、終には外蕃に交通すると雄も、因循なること頗る久し

く、殊に穏便に非ずJ(聞くところによると、[鉄門]関以西の諸国については、[興胡

や漢人]客商の往来が絶えないという。彼らは「求利J(金儲け)を頼んで、ついには

外蕃に行ってしまっているのに、それをずるずると認めてしまうことが久しく行われて

おり、はなはだ穏当ではない)とあるのは、こうした拡大現象が八世紀においても継続

していたことを明示している。

- 27 -



2.唐代における貨幣(吊練)の流通

(1)庸調絹・布の財政支出

中央による交通・交易管理のもと、唐における大きなものの流れを作ったものとして、

庸調として徴収された絹布が、軍需物資としてまた覇康州府の「官料・郵駅費jとして、

主に西北辺(臨右・河西両道、以下問)""'北辺~東北辺に流されていったことが挙げら

れる。とりわけ、 8世紀以降、節度使がおかれてゆくと、各節度使の管内へは莫大な絹

布が流入した。先に掲げた『通典』巻臥食貨6、賦税下には、庸調絹・布の歳入2700

余万端屯疋のうち、天宝中の軍事経費(兵賜・和擢・別支)と遠小州の官料・郵駅等の

費用として、 1300万端屯疋が挙げられている。その内訳を節度使(①西北、②北、③

東北、④西南方面別)・群牧使・遠小州に分けて簡略にまとめると以下のとおりであ

る(47)。

①河西節度使(180万)・伊西北庭節度使(48万)・安西節度使(62万)・融右節度使(250万)

②朔方節度使(200万)・河東節度使(130万)

③箔陽節度使(80万ト平慮節度使(失数)

④寅IJ南節度使(80万)

⑤群牧使(60万)

⑥遠小州、|の官料・郵駅等費(210万)

これを見ると、天宝年間当時の庸調絹・布の国庫収入(推算)の約半分が、主として

遠小州(韓康州)も含めで西北辺~北辺~東北辺へ振り向けられていたことが確認でき

る。同方面への庸調絹・布の流入は、 7世紀には既に始まっており、それが 8世紀になっ

て節度使が配備されるなか、規模を拡大させて継続していたのである。なかでも西北方

面への振り分け額は飛び抜けている。この結果、唐前半期において徴収された莫大な庸

調絹・布は、中国内地から中央アジア・北アジア南縁(中国北辺・東北辺)に向けて流

れ込むことになった。

(2)庸調絹・布供出州の分布と編戸数の変動

庸調絹・布の供出州については、相互に髄酷はあるものの、開元時期のそれが『大唐

六典~ (以下、『六典』と略称)巻3戸部郎中員外郎の条・同巻 20太府寺および『元和

郡県図志~ (以下、『図志』と略称)に伝えられている。漬口重園氏によれば(48)、『六典』

は開元 10年に編纂に着手され、その後、開元 26年に奏上されたものであるが、巻 3
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の各道条下の害IJ注に明記される「賦J(庸調)の供出州に関する情報は、関内道の割注

に開元25年発布の勅を収録していることから、開元25・26年の制度が反映していると

見て良いと断ずる。ただし同じく『六典』でも、巻3戸部郎中員外郎の条に収載された

庸調絹・布の供出州は、ほぼ全体を網羅しているものの、巻 20太府寺に収載されたそ

れは、後に見るように絹・布の格付けを目的とするもので、すべての供出州をカヴァー

しているわけではない。他方、『図志』は 9世紀初頭に編纂されたものの、州府ごとに

「開元賦」の項目を設け、開元期の庸調絹布の内容を伝えているが、欠巻もあるうえ、

「開元賦jを載せていない州府も少なくない。したがって、 8世紀前半段階における庸

調絹・布の供出州を傭轍するには、『六典』巻3戸部郎中員外郎の条に収載されるもの

に拠るのが妥当であろう。

そこで、『六典』巻 3戸部郎中員外郎の条に収載される情報に基づき、庸調として課

せられている布自の内訳と供出州を、あらためて道別に整理してみると以下のようであ

る。

河南道・・・施綿(陳・許・汝・穎州)、絹綿(それ以外の州)

河北道・・・紙(相州)、絹綿(それ以外の州)

剣南道・・・葛幹布(櫨州、1)、綿絹・幹布(それ以外の州)

准南道・・・布綿麻(欝州)、施絹(安・光州、1)、綿絹(申州)

山南道・・・綿絹(梁・利・随・均・荊・裏・雑州〉、綿紬(合州)、麻布(それ以外の州)

関内道・・・絹綿(京兆府、同・華・岐州、|のみ)、布麻(それ以外の州)

河東道・・・禰(蒲州)、麻布(それ以外の州州、'1

醜右道.・・布麻

江南道・・・火麻(潤州)、付布(それ以外の州)

嶺南道・・・狩布(広州、|等)、蕉布(端州)、落麻布(康・封州)

これより、絹は河南道・河北道、絹・布は貧IJ南道・准南道・山南道・関内道、布は河

東道・醜右道・江南道・嶺南道が供出していたことが知られる。後掲付図で見ると、絹

の供出州が河北道・河南道および剣南道に多く集中していたことが確認できる。このこ

とは、庸調絹・布の供出州総数とその内訳を道別に示した以下のまとめからも認められ

る。

絹 100-α州(剣南道 32一α、河南道 28、河北道25、山南道7、関内道4、准南道 4)

布 217+α州(嶺南道 70、江南道 51、山南道 26、瀧右道 21、河東道 19、関内道 18、

准南道 11、剣南道 1+α、)

※関内道4は、京兆府を含んでいる。

※准南道に関しては、害州が庸調として絹・布ともに供出しており、それぞれに加算している。

※剣南道に関しては、絹・布の供出州が、それぞれどれほどになるのかは正確にはわからない。
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供出州の数だけを比較するならば、絹の供出州は布のそれの半分以下で、あったことが

わかる。これに対して、以下に掲げるように、庸調絹の課丁数は、全体のほぼ4割を占

めていたことがうかがえる。

全課丁 820万人・・・庸調絹綿 370万人/庸調布450万人(49)

もちろん布に関しては、嶺南道の覇際州、|が多く組み込まれているので、単純には比較

できないが、絹の供出州に編戸数の規模が大きいものが多かったことは、後掲の付図を

見ても明かである。閉じく後掲の参考表「唐代編戸数の変動J(町に示したように、 7

世紀 (W旧唐書』巻 38-41地理志、貞観 13年) (51)から 8世紀 (W通典』巻 17ト184州
郡典、天宝元年)(切にかけて、庸調絹・布を納めていた編戸数は、各道とも大方、増

大しているが、京畿・都畿両道を除けば、とりわけ河北道・河東道・河南道・江南東道

で増加が著しい。とくに凍国棟氏が指摘するように側、 10万戸以上の州府は全国に 16

あり、そのうち 11が北方の諸道にあり、しかも主に河北・河南両道に集中している(後

掲付図参照)。これに江南西道・准南道・剣南道・河東道が続き、一部の州では編戸数

の飛躍的な増加が見られる。これらに対して、山南道・斡中道・瀧右道・嶺南道は、全

体からすると編戸数の規模も小さい上に、 8世紀になっても編戸数はなお微増にとど

まっているのが実情である刷。

したがって 8世紀前半期においては、編戸数が抜きん出ている京畿・都畿両道を除い

て、絹は 10万戸以上の州府が集中する河北道と河南道を筆頭に、続いて剣南道(55) が、

布は江南東道を筆頭に、続いて江南西道・准南道・河東道が課税対象地域として重きを

なしていたことがうかがえる。

こうした唐代前半の織物産地の状況については、絹については先行する南北朝時代の

状況が基本的には継続していたと見ることができる。すなわち、南北朝時代における絹

織物生産の中心は、定州(博陵郡)・相州(貌郡)・員州、I(清河郡)など、黄河の北側(河

北道)にあり、黄河南北のその他の諸郡並びに萄郡がこれに次いだ(5610 また佐藤武敏

氏によれば、唐代後半においても、江准方面で絹産地は増えるものの、基本的には河南・

河北道が主産地であったとする (57)。

このように絹の供出州は河北道・河南道、次いで剣南道が中心地域となったが、この

うち河北・河南道産の絹は質が高く、寅IJ南道産の絹は質が劣っていたことが、以下に掲

げるように、『大唐六典』巻20、太府寺に見えている。
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唐における絹織物の格付け[[大唐六典』巻 20、太府寺]

等級 生産地 種類

1 【河南道]宋・事州 品目

2 【河南道】鄭.1下・曹 【河南〈都畿〉道]懐州 絹

3 【河南道]滑・陳・海・撲・澗・徐・売州 品目

【河北道]衛・魂・相・葉・徳・貝・博州

4 【河南道]膏・許・環・郭州 【河南く都畿〉道l仙州 絹

【河北道]槍・撮・深・莫・1名・那・恒・定・越・様州

5 [河南道】穎・楢・青・折・密州 絹

【河北道] 幽・易州

【准南道]書・申・光・安・黄州、|

【山南東道]唐・随州

6 【食Ij南道】益・彰・萄・梓・漢・剣・遂・簡・綿・褒州 品目

【山南東道]嚢・郵州

7 【剣南道]資・眉・耶・雅・嘉・龍・陵州 絹

【山南西道]関・壁・集・果・洋・渠州

【河東道】普州

8 【山南東西道]利・興・通・巴・蓬・金・均・開・合州 絹

【江南道]泉・建州、闘県

これに対して布の供出川|は、北では、河東道、隣右道が中心で、あったが、南では准南

道・江南道・山南道・嶺南道などに広く及んでいた。質については、以下に掲げるよう

に、准南・江南・山南道のものを筆頭にするものの、同じ道でも品質にかなりの差があっ

たことがうかがえる。

唐における布の格付け [W大唐六典』巻 20、太府寺]

等級 生産地 種類

1 【山南東道]復州 計

[准南道]河州 【江南東西道}宣・潤州 火麻

【准南道]黄州 質

2 【江南東道]常州 計

【准南道]辞・薪・黄州 【江南西道]岳州 【山南東道]荊州 火麻

【准南道】塵・和1'1'1 【河南道]細川、| [河東道}晋州 質
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3 【准南道]楊・河州 【江南東道]湖州 計

【准南道]楚・麗・書州 【河南道]徐州 火麻

【准南道]楚・撚州 I河東道】緯州 質

4 【准南道]薪・庫州 【江南東道】蘇・越・杭州 帝T
【江南西道】浬・朗・揮州、| 火麻

【河東道】津・瀦・必州 質

5 [江南東西道]衝・鏡・洪・整州 狩

【京畿道】京兆府 【河東道]太原府・扮州 質

6 【山南東道】部州 I江南西道]江州 狩

【剣南道]褒州 [山南西道]洋州 【関内道】同・岐州 質

7 【江南東西道】台・括・撫・睦・敏・度・吉・温州 計

【山南東道】唐州 [i可東道】慈州 [関内道]坊・寧州 質

8 【江南道】泉・建・衰州、間県 計

【河南道】登・莱州 【山南東道】部州 質

9 【山南東西道】金・均・合州 賞

(3)庸調絹・布の送納先

各州より納められた庸調絹・布が、中央に送達されるばかりでなく、直接、地方にも

振り向けられていたことは、既に明かとなっている。その際、庸調絹・布を納める州に

は、これをストックしておく中継ポイントまでの輸送が課せられており、そこからさら

に最終目的地へと送達されていた。こうした中継送納地の一つに涼州があり、ここから

河西・中央アジアへと庸調絹・布が転送されていた。涼州には、 7世紀後半に、剣南道

から送納された庸調絹(吊練)がストックされていたことが知られているが側、さら

に8世紀半ばには、次に掲げるような庸調絹が送納されていた。

「唐天賓四載 (745)河西豆虚軍和雑・交雑会計牒J(P. 3348V， <録文>籍帳、 464頁;

釈録1、429頁)

合嘗軍天賓四載和粂、准 旨支京高段、出国

威郡、准佑折請得施絹練綿等、惣査寓

嘩肝陸伯楽拾捌屯疋参丈伍尺津寸萱拾妹。

伍肝陸伯疋、大生絹。

伍伯伍拾疋、直直虚血。[都畿道、洛州、|の施]

東伯楽拾疋、鰻緋。

東伯楽拾疋、鰻緑。
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萱肝玖伯I'C拾柴屯壷拾株、大綿。

萱肝楽伯疋、陸畳盤。[都畿道、映州の施]

障肝参伯陸拾萱疋参丈伍尺嘩寸、大練。

本文書は、天宝四載に豆虚軍が和羅・交濯を行った際に作成した会計牒であるが、こ

れを見ると、涼州に送納された庸調絹は、大まかに分けて、特定州に限定されない大練、

大生絹、縄、大綿と、特定の土地(都畿道の河南府・険郡)より納められた錨とに分か

れる。これらはすべて敦埠に置かれていた豆虚軍の和濯費用として支出されたものであ

るが、以下に掲げるように、以上に掲げた布吊内容の傾向は、撤撞郡(沙州)の会計関

係文書や西州の公定市価文書にもほぼ認められる。

【撤埠郡<沙州>の会計関係文書](59) 

①大練

②雑州の小練

③梓州・益州の小練

④大生絹

⑤陳留郡の大絹

⑥河南府の施(生施)

⑦侠郡の施

⑧大・小綿

⑨鰻

⑩紗

【西州の公定市価文書1(60) 

①大練

③梓州の小練

④生絹

⑥河南府の生施

⑦侠・蒲州の施

⑧大綿

⑨鰻

⑪常州布・雑州布・火麻布・質布・扇布など

これらは、それぞれ史料としての性格を異にしながら、概ねそこに出てくる絹の内容

には共通性が見られる。涼州にストックされていた庸調絹は、敦埠だけでなくトワル

ファンにも軍物として送達されていたことを考えれば、この共通性は、両地に置かれた

軍鎮に送られた軍物が、軍鎮やそれが置かれた州郡の官物として用いられ、そしてそれ

が民間に流されて「市Jに出回るようになった結果であろう。

これに対して、布に関しては、前掲の撤患郡(沙州)会計関係文書や「唐天賓四載(745)

河西豆虚軍和擢・交濯会計牒Jからも知られるように、軍鎮・官が関わる財政支出には

ほとんど顔を出さず、これが官による支払い手段としてはほとんど用いられなかったこ

とがうかがえる。また融右道が庸調布の供出地であることからも、絹のように、中国内
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地の州より度支の指示により大規模な額の庸調布が涼州に送納されていたことは考え

がたい。

ただしトゥルファンからは、以下に掲げるように、庸調絹とともに庸調布の実物がア

スターナ古墳群墳墓より出土している (61)。

トウノレファン出土の庸調絹布、脚・租布

道名 徴収州県名 絹布の種類 時期 出土墓・文物番号

河南道 河南府 長水県 施(庸調) (62) 8c.前期 73TAM192:5 

江南西道 宣州 深楊県 布(庸調) 7c.末or8c.初 72TAM225:1 

東道 要州 布(庸調) 8c.前期? 72TAM194:9 

委州 蘭渓県 布(脚布) 67TAM96:4 

委州 蘭渓県 布(庸調) 神龍二年 (706) Ast. ix. 2a. 07. 

整州 信安県 布(租布) 光宅元年 (684) Ast. ix. 2b. 011. 

湖州 安吉県 布(庸調) 7c.後期? 72TAM191: 107 

明州 都県 布(庸調) 開元九年 (721) 68TAM108: 16 

山南西道 梁州 布(庸調) 開元九年 (721) 2TAM218:17 

洋州 西郷県 布(庸調) 7c.末or8c.初 72TAM157:4 

東道 均州 員日郷県 布(租布) 8c.前期? 72TAM194: 13 

温州 慈利県 布(調) 永隆二年 (681) OtAM340 

食IJ南道 陵州 布(庸調) 67TAM76: 11 

成都府双流県 綾(折調細綾) 景雲元年 (710) 2TAM226: 16 

益州 練? (庸調) (63) 72TAM227:4 

このトウルファンのアスターナ古墳群墳墓より出土した庸調絹・布の存在は、庸調絹

(施・練?)が河南道や剣南道より送られていたことを考古資料から具体的に裏付けて

くれるとともに、布については、臨右道以外でも江南道や山南道から庸調布が流入して

いたことを教えてくれる。もちろん散発的な出土資料ではあるが、前掲の西州公定市価

文書にも、常州(江南東道)の布(64) も見えており、トウルファンには江南方面からの

庸調布が少なからず流入しでいたことが考えられる。この唐内地よりの庸調布も、本来

は軍物として送られ、まずは当地の軍鎮に駐留する兵健の衣料などとして支給されたも

のであろうが、それがさらに民間に流されたものと見られる。

以上より、前節に検討した庸調絹・布の重点供出州のことを併せて考えるならば、中

央アジア方面へは、絹では剣南道と河南道を中心として庸調絹が送られ、また布は臨右
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道以外にも江南道・山南道などの江南方面からも庸調布が送られていたと見て良いであ

ろう。

この他の東北辺や北辺については、送納された庸調絹・布の内容を検討できる史料は

少ないが、『顔魯公集』顔魯公集行状に、東北辺軍へ供する軍物として河北道清河郡(員

外1)の北庫に「江東布 300余万疋」のほか「河北租調絹 70余万・当郡綜綾 10余万Jな

どが貯納されていたという (65)。北辺については、史料的に確認することは困難である

が、後に検討する絹の貨幣的な役割を考えるならば、同様に布だけでなく絹も送納され

ていたと見てよいであろう。そして先の史料よりうかがえるように、絹は、主産地であ

る地元の河北道やおそらくは河南道の絹が振り向けられ、布は、地元の河東道もあろう

が、江南東道を筆頭に准南道や山南道などの江南方面の庸調布が振り向けられていたと

見るのが妥当であろう (66)。

(4)庸調絹・布の輸送体制と商人

国家がかりで辺地の駐留軍に軍需物資を転運する形態は、 5:世紀なかばの北親の献文

帝の施策に始まり (67)、情唐にそれが受け継がれて完成された。すなわち唐は国家が指

定した送納地まで、庸調絹・布を供出州の負担で輸送させ、それらを軍需物資として国

家の責任のもとに前線の駐留軍にまで転送した。中央アジア方面への輸送では、 7世紀

の段階では、官典(あるいは綱典、行綱)が監督する輸送隊が駅伝制によってそれらを

逓送しており、その輸送量も限られたもので、あった (68)。

ところが、 8世紀になって辺地に節度使が配され、中央アジアから中国北辺~東北辺

域に駐留する軍鎮の軍物需要が急速に高まるようになると、軍物の輸送量は 7世紀の段

階とは比較にはならないほど激増した(69)。こうした増大する軍物の輸送に対応するた

め、新たな輸送体制が構築された。既に明らかにされているように、江南からの税物輸

送(洛陽から長安への輸送。洛陽までは江南各州の負担)については、次のような使職

が置かれた(70)。

①険州刺史兼水陸運使・・・李傑。先天二年(開元元年、 713)。

②江准阿南転運使 ・・・蓑耀郷。開元22年 (734) (71) 

また同時期、北辺・東北辺においても、それぞれ以下に掲げるような諸使が置かれて

いる。

①朔方道水陸運使(治所勝州)・・・王承裕。開元 20 年代前半。(~千唐誌斎蔵誌』下、張渓

「唐故検林郡都督府長史太原王府君墓誌銘併序j、目録p.110) (72) 

②六城水運使(治所霊州)(朔方節度使の兼領)・・-楊行審。開元24年 (736)'"同 27

年 (739)0 (~文苑英華』巻四一四、孫遂「授楊行審霊州長史制J) (73) 
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③河北海運使(活陽節度使の兼領)・・・李適之。開元 27年 (739)0<W唐会要』巻78諸使

中等)

④陸運使・平虚河北転運使(活陽節度使・兼平虚節度使の兼領)・・-安禄山。天宝7

載 (748)0<W安禄山事迩』巻上、天宝七載六月詔) (74) 

さらに中央アジア方面への輸送にあっても、開元 12年 (724)に長行・転運使が常置

されるにいたっている。現在、名目的な場合も含めて、以下に掲げるような人々がこの

使職に任じていたことが知られる。

[長行転運使一覧表】 (75)

姓名 タイトル 就任時期

①陰嗣瑳 正議大夫・検校豆慮軍事・兼長行坊転運支度等使・ 唐隆元年 (710)頃

賜紫金魚袋・上柱国・開国侯

②王君島 河西節度長行転運使 開元一二年 (724)

~開元一五年 (727)

③慶王諜 太子・太師・兼涼州大都督・河西諸軍州節度大使・ 開元二四年 (736)

支度営団九姓長行転運使・上柱国

④楊行審 朝散大夫・涼州都督府司馬・河西転運判官・柱国 開元二四年 (736)

秋以前

⑤雀希逸 河西節度経略支度営田九姓長行転運等副大使・知 開元二五年 (737)

節度使・判涼州事・赤水軍使・上護軍・摂御史中 ~関元二六年 (38)五

丞 月

⑥李林甫 河西節度経略支度営団長行転運九姓等使・節事赤 開元二六年 (738)五

水軍 月

⑦王憧 河西節度経略使営団九姓長行転運等副使・判武威 開元二九年 (741)

郡事・赤水軍使・摂御史中丞 ~天賓二年 (743)

③喜子野翰 醜右河西節度支度営団長行転運九姓等副大使・知 天宝十二載 (753)

節度事・赤水軍使・上柱国・涼国公

@章仇兼理 勅積西支度・営団等使・兼知墨江事・殿中御史 開元二三年 (735)

開元時期になると、それまでの税物・軍物の漕運・陸運を補強すべく、転運使等が江

南からの税物輸送と、西北辺~北辺~東北辺への軍物輸送のために、続々と置かれてい

たと言えよう。

ただしここで留意しなければならないのは、中央アジア方面への軍物の輸送は、他の
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北辺・東北辺への転運と異なり、穀物を長距離間輸送することはなかったことで、布南

だけが唐内地より送られていた。しかも既に検討したように、 8世紀には、こうした布

吊の輸送中継ポイントとなった河西節度使の治所である涼州肋通ら安西節度使の治所で

あるクチャにいたる遠距離輸送については、 7世紀のような逓送体制に依ることはな

かった。すなわち官物輸送の責任監督官たる行綱が名目的には上にたつものの、実質的

には客商らが「駄主」として自ら「作人jを雇用しお彼ら駄主が編成する輸送隊に依存

して布吊を運搬するようになっていた{7610 ここに客商が利用されるのは、先に見たよ

うに、長安より中央アジアにかけて多くのソグド人・漢人の商人が往来していたからで

ある。

涼州にストックされていた絹の輸送を監督するこの行綱については、前掲の[唐天賓

四載 (745)河西豆虚軍和擢・交雑会計牒J(P.3348V)に、河西節度使領内の敦撞に置

かれた軍鎮が、自ら行綱を涼州に派遣していたことが明らかに示されている(77)。つま

り、軍鎮自ら、輸送責任官たる行綱を涼州にまで派遣し、その行綱が涼州からも自:らの軍

鎮までの輸送を監督したのである。

また次に掲げるクチャ出土の漢文文書 [PelliotChinois D. A. 114 (<写>東洋文庫

所蔵『ベリオ蒐集 クチャ・漢文(D.A. UTrombert， planche 114/く録>Trombert， p. 99J 

一一ムー鼠___2;._1一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「東J(紙縫背)
1 鋼萱肝斤 行綱涼州明威鎮兵曹盛昼設 典撞[

2 右得盟且牒、稿得盟主呈興ロ〔

3 J綱使[
(後欠

(和訳)

(前欠)

鋼萱肝斤 行綱の涼州明威鎮兵曹、童昼盤 典の龍[

右は、涼;州の牒を得たところ、「朔方軍の興・・・の報告によると、・・・綱使・・・J

と言っている。

(後欠)

と見えており、涼州から派遣された行綱が、鋼鉄(はがね)萱肝斤(約 600kg)を獲得

しようとしてクチャにまで派遣されていたらしいことが知られる。当時、節度使や軍鎮

が必要とする軍需物資を定期・不定期に受納・補給するため、行綱が各節度使や軍鎮な

どによって数多く派遣され、遠距離間を往来していたと見られる。

これらのことから、軍需物資の輸送については、運送の責任はその軍物を収取する節

度使や各軍鎮側にあったと見て良い。前線における治安上の問題もあり、安全に運送業

円
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務を完遂する責務が行綱にとくに担わされていたことは疑いない。とするならば、軍物

を転送するにあたって、行綱がまったく監督せずに客商がすべてを請け負っていたと見

ることは困難で、あろう。行綱が客商を雇用L、その客商の編成する輸送隊が、行綱の輸

送隊として駅道上を往来していたのが実態ではなかったのか。

長行・転運使は、こうした駅道を通じて展開された交通・運輸を統轄する使職であっ

た。河西およびそれ以西の節度使管内では、長行・転運使の統轄のもと、長行坊(78) • 

転運坊が設置され、車牛や馬瞳による輸送体制が整っていた。次に掲げるトウルファン

文書より、当地において転運使が統轄すると見られる転運坊が置かれ、そのもとで車牛

による逓送システムが整備されていたことがうかがえる。

「唐盟孟十四年 (726)伊州転運坊牒J

(現、中国国家博物館所蔵<録文>大観、 p.230/<写真>問、 p.151) 

[2-----3・5行目に朱印「伊州之印JJ
1 転運園 胸、|、|

2 嘗坊今年々支草伍高園

3 牒。得牒稿、得録事参軍判司戸盆昼室口牒稿、上回

4 支草、五月二日准例各各牒諸成長行車坊並令及時

5 収刈、恐所由不存検校、致事関供。事須重牒催口。牒挙

(者)

6 口。盟十三年々支草、尋牒口口口刈計合向了並未申数莫

7 口口口口口口[ J口刈勿使失時。去年収菱
8 [ J牛一則虚費八功二

、、.，，欠

[

[

[

後

、，
n
U

唱

i

，
‘
‘
唱
E
A

唱E
A

]惰臨馬死於道口

]口報待懇口

[和訳J(1-----5行目)

転運坊より(西?)州に宛て牒す

嘗坊における今年度支出分の草、五万園(の件)

牒す。(伊州?よりの)牒を得たところ、「録事参軍・判司戸、徐思宗らの牒には『先

に掲げた支出分の草は、五月三日に往例に準じて、各々、諸成と長行車坊に牒して、す

べて適切な時期に草を刈り取らせることになっています。ただ担当官が取り締まりをせ

ず、草の供給不足を報告することになることを恐れております。本件は重ねて通達して、

催促すべきものと存じます。ここに牒をもって申し上げます。』と言っております。開

元十三年度支出分[昨年度の不足分]の草は、ついで牒して[ ]刈りとらせ?、その
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合計の額も大方出ているのに?、すべていまだその額を申告していません。(後 略)・・・」

州、|が諸成と長行車坊に通達して草を刈り取らせるのは、領内の駅道上に配置された成

や車坊の牛瞳に草を飼料として提供するためであり、それによって車牛や瞳による逓送

を維持しようとするものであった。成や車坊に牛や瞳が備えられていたことは、敦;崖ー

ハミ聞の駅道上のことではあるが、階亭坊(旧階亭駅に置かれた長行車坊)と広明等の

5つの成の例で確認することができる (79)。このほか成には馬(函馬)も配備され、それ

にも草が供されていたと見られるが、成に配備された馬は専ら緊急連絡用となっていた

(80) 

開元 14年 (726)ごろには、伊州や西州は伊西北庭節度使の管下にあったので、本文

書の転運坊は長行坊とともに、同節度使のもとにあったと見られる。本文書からは、本

転運坊が諸成や長行車坊を拠点とする輸送業務に責任を負っていたことがうかがえる

が、長行坊が、馬による人の逓送を担ったのに対して、転運坊は諸成や長行車坊に備え

られていた車牛瞳による物資の逓送を主に担ったものであろ弘長行・転運使を兼ねた

河西節度使管内の場合も、同様な輸送体制が整っていた可能性は高い。

しかしながら、こうした逓送のための公用馬瞳・車牛で、 8世紀の増大した遠距離間

の軍需物資輸送に十分に対応できていたと考えるのは困難で、あろう。とくに中央アジア

方面への輸送は、先にも述べたように河西節度使領内の東端である涼州が、絹布の取り

次ぎポイントとなっており、そのため、唐代前半を通じて、涼州は一貫して庸調絹・布

の貯蔵地となっでいた。したがって涼州にストックされている絹布を、遠く中央アジア

の伊西北庭節度使・安西節度使へ送るには、すべて河西を経由しなければならず、逓送

体制ということになれば、逓送を担う各成・長行車坊の負担は過重なものとなる。やは

り、この公用車牛櫨の配備は、平時にあっては基本的に各軍鎮・州管内の糧食等の軍・

官物輸送を担っていたと見るのが適当であろう (81)。涼州に毎年ストックされる莫大な

布吊を遠距離輸送するには、先に挙げた涼州、ト安西節度使治間の布自輸送は特別な事例

ではなく、客商に依存して輸送するのが一般化していたと見られる。ただし、客商の編

成する運送隊であっても行綱の輸送隊として駅道上を往来していたであろうことは先

に指摘したとおりで、これらの輸送隊は駅道上の各拠点(鎮成や館)で人畜ともに宿食

の便宜を享受していた可能性は高い。長行・転運使は、長行坊・転運坊を通じて、管内

の公用交通・輸送を統轄する使職であるが、その交通・輸送の維持・管理は客商に依存

した輸送を保証するものともなったのである。

一方、東北方面の沼陽節度使・平慮節度使に対しては、海運使や陸運使のほか転運使

などが置かれていた。海上と運河による漕運を中心としたと見られ、その遠距離輸送の
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中心は西北方面とは異なり、穀物で、あったが、もちろん絹・布も重要な軍需物資として

転送されていた(8210 海運使は、その基地が槍州にあり、基本的には軍物を補給する海

運を統轄していた (83)。運送にあたっては、「水手(海運・平河)j と呼ばれる輸送人が、

徴発される建て前ではあったが、毎夫一年に一丁が帖されることが規定されており、相

応の資金補助が付いていたらしい例。

これに対して、陸運使や転運使が統轄する輸送については詳らかではないが、陸運

や河水・渠による水運を統轄していたことは十分に推測できる。輸送人については、河

水・渠による水運は、先の「水手(平河)jによるのを基本としたと考えられるが、た

だし河北向けの漕運全般について、菊池英夫氏により指摘されるように(問、客商によ

る「倣勾客運Jによる輸送を併せ考える必要がある。「俄勾客運Jとは、官は監督せず、

客商に官物の輸送を請け負わせることであり、唐内地(大運河と河北向けの漕運)にお

いて開元年間までに、これが一般化していたという側。

ソグド人・漢人の客商の往来が多い中央アジアへ向けての絹の輸送では、先に述べた

ように行綱の監督下に、実質的には客商の輸送に依存していた。幽州、|・管州など東北方

面へも、唐代前半において既に多くのソグド人コロニーや庖が配置されており、ソグド

人・漢人の客寸商の往来は多かったと見られる (87)。少なくとも唐代前半における絹布の

輸送に関しては、同時代の中央アジア方面で行われた軍物輸送と同様に、客商が介在し

ていた可能性は高い。この点、河東道の河東節度使への駅道も、ソグド人コロニーや屈

が設置されており、同節度使への絹布輸送も同様に商人が介在していたと見た方が妥当

であろう。ただし唐代前半において行綱がまったく輸送を監督せず、客商に完全に請け

負わせる輸送となっていたかどうかは詳らかではない。

これに対して、北辺の朔方節度使には、水陸運使・水運使が置かれ、軍物は主に黄河

の水運によって運送されていた。この漕運の中心も穀物の輪送にあったと見られ、運送

も勲官と白丁の徴発によって行われる建て前であった(i勝州転運水手j (88))。丸橋充

拓氏によれば、おおむね貞元年間までには、北辺漕運は官健の雇用に移行するものの、

ニこには商人の動きが見て取れないという側。関内道の北辺への駅道にソグド人コロ

ニーや庖の設置が明確にはうかがえないことは先に検討した通りであり、中央アジア・

東北方面・江南方面とは異なり、関内道の北辺は客商が大きく活動する地域となってい

なかった可能性は高い。唐代前半における関内道北辺への絹布輸送は、他の地域と異な

り、客商に依り運搬させる体制にはなっていなかったと見られる。
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(5)貨幣としての絹(吊練)の流通

中央アジアや中国北辺・東北辺へ送納された多くの絹・布は、駐留軍の穀物・軍馬・

その他の必需品の買い上げや、将兵の給与・衣料などに支出された。当然のことながら、

これらは、民聞に流出していったと見られる。その結果、トゥルファンでは、地元産の

繰布とともに、練・生絹・施のほか、布なども民間に出回ることとなった。そうしたな

か、以下に掲げるように、舎・家畜・奴隷などの高額取引には、決済手段として絹・布

のなかでは練のみが使用されていたことは注目される。

【トウルファン出土、西州期売買・貸借契にみえる絹・銭】

時期 貨幣の種類 文書タイトル 文書番号 録文

貞観年間(640-649) 警豊 某人用練買物契 69TAM1l7: 57/1 図文2，p. 297/TTD， p. 9 

貞観年間(640-649) 銀銭 越懐願買舎券 59TAM301:15/4-3 図文2，p.84バTD，pp. 9-10 

貞観18年(644) 銀銭 張阿誼買舎券 601雌338:14/5 図文2，p. 239/TTD， p. 10 

貞観23年(649) 事量 活歓進買馬契 601雌337:11/8， 11/5 図文2，p. 223/TTD， p. 10 

貞鏡23年(649) 銀銭 口歓買騎馬契 60TAM337: 11，16 図文2，p. 222/TTD， p.10 

貞観某年(647-650) 雛準監 某人買馬契 60TAM337:11/7 図文2，p. 224/TTD， p. 11 

永徽元年(65O) 事長 活歓進買奴契 60TAM337:11/10 図文2，p. 224/TTD， p. 11 

西州期(7c.中葉) 銀銭 活阿伯買舎契 601馴337:11/4 (a)， 11 (3) 図文2，p. 228バTD，p. 11 

額慶5年(660) 銀銭 張利富挙銭契 64TAM4:38 図文2，p.バTD，pp. 24-25 

龍朔元年(661) 重量 龍恵奴挙練契 641雌4:34 図文2，p. /TTD， p. 25 

龍朔元年(661) 難機+銀銭 左憧葺買奴契 641雌4:44 図文3，p. 212/TTD， p. 12 

西州期龍朔2年(662)以前 事監 某人買奴契 601釧 317:30/7 函文3，p.91バTD，p.12

麟徳2年(665) 銀銭 ト老師挙銭契 67TAM363:9 図文3，p. 568バTD，p. 26 

麟徳2年(665) 警量 趣醜胡挙練契 64TAM4:36 図文3，p. 213/TTD， pp. 26-27 

麟徳2年(665) 銀銭 張海歓等貸銭契 64TAM4:53 図文3，p. 214/TTD， p. 27 

乾封元年(666) 銀銭 鄭海石挙銭契 641雌 4:39 図文3，p.216バTD，pp. 27~28 

乾封3年(668) 銀銭 張善悪挙銭契 641雌4:40 図文3，p. 219/TTD， p. 28 

総章元年(668) 銀銭 左憧憲買草契 641馴4:32 図文3，p. 220/TTD， p. 13 

総章3年(670) 銀銭 張善悪貸銭契 64TAM4:41 図文3，p. 223汀TD，p.28-29

総章3年(670) 銀銭 白懐洛挙銭契 641雌4:37 図文3，p. 224バTD，.29 

成亨4年(673) 銀銭 張尾仁挙銭契 641馴 19:45，46 図文3，.p. 268/TD， p. 29 

成亨4年(673) 警護 隊正社某買駐契 64TAM35:21 図文3，p. 485/TTD， p. 13 

成亨5年(674) 銀銭 某人挙銭契 60TAM330:26-4 図文3，p. 234/TTD， p. 30 

u儀P7~鳳A・va2wA年・m・m(a6vA・7v，7w)，w，d，va闘闘‘ 銀銭 卜老師挙銭契 97TAM363:7-2 図文3，p. 569/TTD， . p. 30 
切酎岬グW/IXIII'/I，.1A・臥%・"'.. ..w4l!ll闘f'\置組膨'-:I/!PI/M.必・~ν......... 4111膨'IX，II'，w/'#/AY#/A・"71'/1/'#/.I/.III'W4i・"7#'''同IlV/HW.4IIV1，吻，訓岨~~必貯'&1剛，.._.噛
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多婦制筋勾あん γ 酔抑剛院

長安3年(703) 銅銭 曹保々井母貸銭契 64TAM35:15 p. 524/TTD， p. 32 

景龍2年(708) 銅銭 宋悉感挙銭契 75TAM239:12 |図文3，p. 553/TTD， p. 32 

開元19年(731) 義援 唐楽買馬市券 73TAM509:8/12-1，8-12-21図文4，p. 264-5/TTD， pp. 13-14 

開元20年(732) 畿道義 醇十五娘買埠市 73TAM509:8/4-3(a) i図文4，p. 266ー7/TTD，p. 

開元21年(733) 議襲撃 石染典買馬契 73TAM509:8/10 !図文4，p. 279/TTD， p. 14 

開元21年(733) 機 石染典買韓契 73TAM509:8/7 i図文4，p. 280/TTD (S)， p. 41 

開元29年(741) 機 真容寺質牛契 書道博 l金祖同、流砂遣珍3/TTD，p. 14-15 

至徳2載(757)(90) 銅銭+廓練 張公寅陰宅地契 7lTWMl :2 l図文4，p. 601/TTD(S)，p. 42 

乾元2年(759) 銅銭 康奴子寅牛契 I 73TAM506:04-33 |図文4，p. 549/TTD(S)， p. 41 

上元2年(761) 銅銭 馬寺尼法ロ買牛 I 73TAM506:04-17 |図文4，p. 575/TTD (S)， p. 42 

また、こうした練を主体とする吊練は、次に掲げる文書などに見られるように、北方

のステップ地域に流入していたと見られる。

「唐開元 16年 (728)末庭州輪台県銭吊計会稿J(3件のうちの 2件) (有鄭館所蔵、<

録文>籍帳355頁)

(前欠)

秋冬雨季

1 輪肇鯨白直執衣、季別玖肝参伯陸拾文。私4再昌
2 共計壷拾捌貫柴伯試拾文。

3 軍使八人料、毎月東肝東伯文、従七月八月九月田

4 月十一月十二月、毎月二千武伯文、計一十三貫二百文。

5

6

 

7F材て .，..口II'11t・惨事/;x::t却"もらきL

一十一疋施、斗Ij障栢捌拾文、圃 五千二百八十文

7 樹選絡'I!'"""

8 六疋、納馬債直。 五疋、納紙債直。

9 一百六十疋大練、疋別嘩伯文、 計六十四貰。

10 轟袋線、参拾三疋納馬債大練。萱拾嘩疋、請得納窒盤馬及甲債。

(進馬慣)

11 武拾疋、邑小練換得。 拾疋長練納紙債。 捌拾参疋納[ ]。

12 四百邑:tt十三疋 小練、疋別三百廿文。亮宇戸奏、計百八貫五百六圧~

13 一百五十疋[ ]両日園[ ]計官空主吉六十文。

後欠)

本文書は、開元 16年 (728)末に庭州輪台県で作成された会計簿の草稿と見られ、こ
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のうち、六行目以下の内容から、必要物資の購入費に輪台県が絹を充てていたことが知

られる。その内訳は、整理すると以下のようである。

施 11疋 (1疋当たり480文)・・・馬慣 (6疋)、紙慣 (5疋)

大練160疋(1疋当たり400文)・・.J馬債 (33疋)、突厭馬・甲慣 (14疋)、紙慣 (10疋)

進馬債 (83疋)。残る20疋は小練に買い換え。

小練433疋 (1疋当たり320文)

これにより、少額の施は含みながらも、練を主体とする絹が、馬 t馬・突賑馬)およ

び武具(甲)の購入に費やされている。天山北方の庭州という地を考えるならば、これ

らの馬や武具を遊牧民から購入したことは明かで、さらにこう Lた遊牧民との交易には

ソグド人が介在ずる場合が多かった。突騎施との馬の交易でも、ソグドλが聞に立って

いたことがトウルファン文書に見えている (r唐訳語人勾何徳力代書突騎施首領多亥達千

収領馬価抄J(72TAMI88: 87 (a) <録文>文書8、87頁/<写真>図文4、41頁入

絹のなかでも、練を主体とする絹が、地域内の高額取引や対外(地域間)交易の決済

手段として使用されるようになったと言える。

これは単に、中央アジアだけの問題ではなく、中国北辺~東北辺においても同様で

あった可能性は高い。というのも、 f大唐六典』巻三 尚書戸部、金部郎中・員外郎の

条に見える、互市に関する法文に次のように見えているからである。J

諸で官私の互市は、唯だ阜盤・蕃繰を用ラるを得るのみにして、自外は並べて交易

するを得ず。其れ官市は、両分の阜盤は、一分の蕃綜なり。若し蕃入、糧食を擢さ

んことを須むれば、監司は須むる数を掛酌し、州司ど相知し、百姓の物を将いて互

市所に就いて交易するを聴す。

ここに見える「吊練jが、練を主体とするものであったらしいことは、吊練行という

行名の下で売買される絹が、施・生絹・鰻を交えながらも大練・小練が筆頭に見えてい

ることからもかがえる(則。

中央アジア~中国北・東北辺に、布・絹が大量に流れ込むなか、練を主体とする吊練

が、地域内の高額取引や対外(地域間)交易の決済手段として流通したと見られる。

(6)銭貨の流通と練

唐前半期における銅銭の流通については、未だそれほど深くは浸透していおかった

と見た方が良いのであろうが、中央アジアに関しては、唐の支現下に置かれるとともに

深く流通していた如くである。

qa 
aせ



中央アジアは、唐の支配を受けるまではササン銀貨が広く流通していた地域であり、

それは少なくとも河西にまで広がっていた。それが唐の銅銭に替わってゆく経緯につい

ては、以下のように考えられている問。

7世紀前半唐の征服以前[ササン銀貨の流通]

=今唐の征服以後("'7世紀末)[ササン銀貨・唐の銅銭併用期]

=今8世紀以降[唐の銅銭の流通、唐の経済圏に完全に移行]

ただし、中央アジアでは、唐の征服以前よりササン銀貨とともに、銅銭[中国式の方

孔銭]を補助的に使用しており、唐征服後も、建て前としては、唐の銅銭は、官銭とし

ての位置にあるものの、実態としては、貴金属[主にササン銀貨]の通貨と固定比で結

びつけられた補助的な貨幣として機能していたに過ぎないと見られる。それが、 8世紀

になると、銀銭に替わって、それまでは補助的に使われてきた銅銭のみを通貨として使

用するようになったのである。名実ともに銅銭が官銭となったと言える。ただし、小額

貨幣の銅銭は、高額取引の決済手段ともなる銀貨とは、貨幣としての機能を明確に区別

して考える必要がある。

銀貨と同様に、高額取引の決済手段となっていた練の使用は、トゥルファンでは 7

世紀の唐征服 t貞観 14年<640>)後すぐに見え、その使用は唐の支配時期を通じて一

貫して見られる(前掲「トゥルファン出土、西州期売買・貸借契にみえる絹・銭j表参

照)0 r戚亨4年 (673)左憧憲生前功徳及随身銭物疏J(64TAM4:29(a) <録文>文書6、

402-403頁/<写真>図文3、208頁)には、埋葬時の埋納品目録に主要財貨として銀銭

と練がともに掲げられており、唐のトウルファン征服後、遅くとも 670年代には唐の練

を主体とする吊練が、商品貨幣として定着していたことがうかがえる。

前掲の「トウルファン出土、西州期売買・貸借契にみえる絹・銭j表からは、高額取

引の貨幣は、唐の征服以後、 7世紀末までは吊練・銀貨が使用され、やがて 8世紀以降

になると、吊練と銅銭に替わっていったことが読みとれる。ただ、し注意すべきなのは、

高額取引の場合、銅銭よりも吊練で決済することが多く、たとえ銅銭で表示され決済手

段してこれを用いるように見えていても、実際には銅銭を以って決済されていたかどう

か確定するのが困難であることである(前掲「唐訳語人何徳力代書突騎施首領多亥達干

収領馬価抄J)。遊牧民との交易でも、銅銭ではなく、その多くは吊練が決済手段となっ

ていたと見て良いであろう。

このことから、 8世紀以降、中央アジア(東トルキスタン)で銀貨の流通がなくなっ

た背景の一つには、唐の支配以降、吊練が大量に中国内地より流入し、それが対外交易

の決済手段として用いられたため、唐周辺域における銀貨の対外交易決済手段としての
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役割が大きく減じていったことが考えられる。また吊練が貨幣として機能できるスパン

(耐久年数)が銀よりもはるかに劣るため、これが優先的に使用され銀貨のように退蔵

されることがないということも、吊練が広く流通するにいたる理由として考えておく必

要があろう。

結びに代えて

唐代において絹生産は、主に河北道と河南道の諸州によって担われ、剣南道の諸州が

これに続いた。中国北半域に偏るかたちで生産されていたこうした絹は庸調として徴収

され、軍需物資としてまた罵鷹州の駅伝等の経費として、遠く中央アジアヘ、さらに北

アジア南縁(中国北辺・東北辺)へと流入していったのである。とくに8世紀には、唐

の整備された交通体制のもと、行綱と胡漢の商人とが提携し、駅道を通じて中央アジア

や北アジア南縁に、毎年定期的に多量の絹が輸送されていたのである。その結果、絹の

なかでも練を主体とする吊練が貨幣として当該地域で流通じ、対外(地域間)交易の決

済手段として機能していた。

これは唐代前半を中心に見てきたものであるが、安史の乱後にも、北辺八の軍物輸送

が継続するとともに、東北辺においても、中央の交易管理が弛緩するなか、商人ら(ソ

グド人・漢人など)が積極的に活動していた。

また、唐以降も、北宋時期、北辺に配置された 100万の軍隊の維持するために、商人

を財政的に誘導して、大量の米麦絹布糸を送納しており(側、ほぼ継続的に布吊は流さ

れていた。こうしたなか、契丹・西夏が歳幣として、銀とならんで絹(吊・練)を中国

に要求しているが、これは単に衣料・儀礼用に用いるというより、中国北辺~東北辺に

流通する貨幣として要求していたと見ることができる。契丹は、対中国との交易の決済

手段として銀を使用しない建て前(側、つまり中国北・東北辺において貨幣として流通

する絹を充てようとするが、これには西方や朝鮮半島方面との交易に銀を振り向ける

意図があったものと見られる。ただし実際には、銀の多くは中国に環流していたとい

λ(95) 
ノ i 。

既に森安孝夫氏により (96)、通貨・交換手段としての銀が在証されるウイグ、ル語世俗

文書がすべてモンゴル期以降比定されることを指摘し、宋代中国から遼・金・西夏を通

じて、西方に銀が流出したという愛宕松男氏らの旧説を否定しつつ、銀の貨幣的な使用

がモンゴ、ル期になってようやく拡大したことを論証している。この見解は、先の「銀環

流中国説j と符合する。

また銀の貨幣的な使用が拡大したとされるモンゴル帝国時代にはいっても、『黒轄事

に
-
u
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略~ (宋・彰大雅撰、宋・徐震疏)に、

其貿易以羊・馬・金・銀・練吊。

と見えている。同史料は、 南宋の使者のモンゴル(オコ"7'1・ハン〉見開記であり、宇野伸

浩氏はこれを一般の牧民レベルでの交易の姿と解している (97)。この史料により、モン

ゴ、ル期になっても、練(=絹)南が、金・銀とともに、貨幣的に使用されており、遊牧

民の中国との交易の決済手段として生き続けていたことがうかがえる。当該地域におけ

る練を中心とする吊練の商品貨幣としての流通は、唐代前半より本格的に形成された

が、それが果たしてきた貨幣的役割の息の長さを見ることができょう。
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商人とはウイグ、ル国の商人の意味であり、そこには多くのソグド人や漢人が含まれてい

た[森安 1997B、11ト116頁]。このように漢人商人が、ソグド商人と一緒になって、中

国内地だけでなくさらにその外側に向かつて交易活動の範囲を拡大させたのは、まさに

唐代にその基盤が構築されたのである。

(47)清木場 1996、16頁。ただし先にも述べたように、清木場氏は、遠小州、|の官料・郵駅

等費を数十万程度と考える。同、 17頁。

(48)漬口 1966、919頁。
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(49)庸調布 450万人のうち、准南・山南道では庸調布と租粟を納め (260万人)、江南道

では庸調布と租布を納めている(190万人)。また全編戸数は 890万であり、戸税とし

て222.5万貫が、地税として 1246万石が徴収されている。漬口 1966、916頁。

(50)編戸数の変動を見るにあたっては、表があまりにも煩雑になるため、ここでは敢えて

『旧唐書』地理志と『通典』州郡典の二つだけを取り上げて作表した。作表の基となっ

た各州府に関するデータは本稿では割愛するが、データ収集にあたっては、各州府の経

済活動の規模をうかがう参考資料として公厩本銭数[釈録 156-67頁]も併せて取り上

げている。

(51) 日野 1961;凍2002、23頁。

(52)凍 2002、14頁。

(53)凍 2002、203頁。

(54)唐代における編戸数の変動の問題は、既に古賀登・凍国棟両氏により詳細なデータの

提示や分析が加えられており[古賀 1992、凍2002J、ここでもそれらを踏まえて検討す

べきであるが、現在の筆者の手に余る大部な作業となるので、この問題の詳細は他日を

期したい。なお、 Twitchett1963， pp.116-118も参照。

(55)ただし『図志』によると、閉じく開元時期のものながら、以下に掲げるように、庸調

絹供出州の数については、河南道・河北道の優位は揺るがないものの、食IJ南道に関して

は極端に少ない。

『図志』…65州(河南道 25、河北道 11、剣南道6、江南道6、山南道6、河東道4、関

内道3、准南道 3、嶺南道 1)

これは剣南道の1'i'I府については、開元時期の庸調絹・布の内容を欠く州府が多いためで

ある。剣南道の絹(南練)は、 7世紀の段階で既に、中央アジアへの軍需物資として振

り向けられており[荒川 1989、37-46頁]、 8世紀においても剣南道の相応の州が絹を

納めていたと見た方が妥当である。

(56)厳 1969、附篇7r唐代紡績工業之地理分布」参照。

(57)佐藤 1968、326-327頁。また日野 1952[1984、466頁J;同 1968-77[1984、395頁]

参照。

(58)荒川 1989、38貰。

(59) r唐開元 23年 (735)?沙州会計歴J(P.3841v <録>籍帳370-373頁;釈録 1、415-425

頁)、「唐天宝 13載 (754)撤埠郡会計牒J(P. 3559+P. 3664 <録>籍帳 479-481頁;釈録

1、463-467頁)、「唐天宝時代 (744-758)撤撞郡会計帳J(P. 2862v+P. 2626v <録>籍

帳 48ト484頁;釈録468-478貰)

(60) r唐天宝2年(743)交河郡市佑案J(大谷 3044・3045・3084・3097<録>籍帳pp.447-462;

集成2、11・19・24頁)

(61)関尾 1989をもとに作表。

(62)王嫡華 1983、8頁では「麻布Jとするが、新謹ウイグル自治区博物館編『新彊ウイグ

ル自治区博物館』講談社、 1987年、 187頁では、「絹j とする。河南道が賦として施を
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納めていたこと、また施は麻布と外見上似ていることから、ここでは新彊維吾爾自治区

博物館の判断を一歩進めて施とした。関尾 1989、104頁および 107頁の注参照。

(63)益州の絹は、生絹なのか練なのかは確定していないが、前掲の撤煙郡(沙州)会計関

係文書や西州の公定市価文書には、剣南道の梓州や益州の小練が見えている。今後、実

物に即して解決すべき課題となろう。

(64)雑州については、嶺南道の覇腰州に雑州はあるが、ここは特定の州の産ではないこと

を意味している。池田 1968(二)、 50頁。

(65)演口 1966、936-937頁;宮園 1976、33-34頁。

(66) 日野 1962[1984、244頁];宮園 1976、33-34・37頁;丸橋 1996、60頁。

(67)渡遁2002、12-14頁。

(68)荒川 1992、32-36頁。

(69)荒川 1992、37-38頁。

(70)青山 1963、296-297頁ほか。

(71)江准船の回帰地点や洛陽・挟州間の運路の変化については、清木場 1996、59-134頁

等に詳しい。

(72)丸橋 1996、37-41頁。

(73)丸橋 1996、37-41頁。

(74) W安禄山事遮』巻上、天宝七載六月詔には、「結腸郡大都督府長史、柳城郡太守、持節

活陽節度・経略・度支・営団副大使知節度兼平屋節度使・度支・営団・陸運・押両蕃・

激海・黒水四府経略処置及平虚河北転運井管内採訪等使jと見えている。また至徳元年

(756) 4月に平虚軍節度使に任命された劉客奴は、陸運使を兼領している。日野 1962

[1984、245-246頁]。

(75)典拠は以下に掲げる通り。

① f大番故撤埠郡莫高窟陰処士公修功徳記J(P.4638、839年書写。<録>釈録5、221

頁)

②『唐舎要』巻78、諸使中・節度使

③『唐大詔令集』巻三六 (W全唐文』巻二三)、「慶王諜司徒制J

④『文苑英華』巻四一回、孫遮「授楊行審霊州長史制J

⑤『文苑英華』巻四O六 (W全唐文』巻三O九)、孫遮 f開元二六年 (738)授雀希逸河

南安制」

⑥『唐大詔令集』巻五二 (W全唐文』巻三一0)、孫越「開元二六年 (738)李林甫兼河
西節度使制」

⑦『文苑英華』巻六四八、「天宝元年 (742)河西破蕃賊露布j

⑧『冊府元亀』巻一二九 (W唐大詔令集』巻六O、『全唐文』巻二五)、「臨右河西節度

使喜子静輪西平郡王制」

⑨『曲江集』巻十一 (W全唐文』巻二八六)、張九齢「勅積西支度等使章仇兼事書J。同

勅書には、「藷卿使車兼有提振、不独長行・転運・営田市己。Jとも見えている。
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(76)荒川 1992、39-51頁。

(77)荒川 1992、39-40頁。

(78)荒川 1989、53-62頁。

(79) r唐天宝時代 (744-758)敦埠郡会計帳J(籍帳48ト484頁)には、天宝時代、「階亭坊」

と呼ばれる長行車坊に、車 137乗・牛 140頭・ラクダ 12頭・瞳48頭が備えられ、「広

明などの 5成Jには、函馬が各成 10疋ずつ、瞳が 100頭(烏山成 13頭・讐泉成 14頭・

第五成 21頭・冷泉成 20頭・広明成 32頭)が備えられていたことが見えている。

(80)荒川 1990、219-222頁。

(81) r唐開元十三年 (725)転運坊典賓元貞牒J(現、中国国家博物館所蔵 <録文>大観、

230頁/<写真>問、 153頁)に、(長行車)坊の兵が「入積扶車J(沙漠に入って車牛

を牽い)たり、飼料となる草刈りに借り出されていたことがうかがえる。「扶車Jにつ

いては前掲「唐賓麿元年 (762)六月康失芽行車傷人案巻Jに、ソグド人が漢人客商に

雇用されて「扶車人Jとなり、車牛を牽いていた例が見えている。

(82) 日野 1962[1984、243頁]。

(83) 日野 1962[1984、243-244頁]。日野氏は、海運使は一貫して平虚節度使への箪物補

給を担っていたとされ、その送納ルートについて「大運河を北送せられてきた東南の物

資を楚州(准安)から水運によって海州に分送し、そこから山東半島を迂回する海運を

以て湖海湾に入り、登州・莱州で積み込まれる物資とともに遠く平虚に送りつけていたJ

とする。

(84)開元 25年の「水部式残巻J(P.2507， TTD1(A)p.41)の一条に、遼東に駐留する軍隊

宛ての軍需物資を輸送するこ年上役の水手 5400人(海運 3400人・平河2000人)のこ

とを取り上げ、彼らに対する免課・資助規定として「兼准屯丁例、毎夫一年各帖一丁J

と見えている。本条を検討された日野開三郎氏は、当該部分は、水手の出身州(河北・

山東方面の 101'1'1)に命じて、水手ごとに一人の丁男を配当させたことを意味し、この

配当丁男の税役義務を納資せしめることによって、それを長上中の水手の家族の生活費

に充てていたと解している。日野 1975、277頁。また宮闇 1976、27-30貰;同 1977、

46-47頁参照。

(85)菊池 1976、5-7頁。

(86)宮園 1977、44-45頁参照。

(87)節度使安禄山と商胡(ソグド商人)との提携関係については、『安禄山事迩』巻上(天

宝 10載の条)に見えている。

(88)上掲「水部式残巻J(P.2507， TTD1 (A)p. 41)。白丁に対する免課・資助規定は、先の

「海運水手」の例に準ずるとする。

(89)丸橋 1996、58-61頁。

(90)本契は葬礼文書の類であるが、当時の流通貨幣を知る上で有効と判断し、本表に加え

た。

(91) r唐天宝2年 (743)交河郡市佑案J(籍帳 448頁)。
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(92)池田 1968(二)、 53-54頁;池田 1980、310頁。

(93)宮津 1998、42-54・507頁。

(94) 日野 1952[1984、456頁]。

(95) 日野 1952[1984、463-497頁]ほか。森安2004B、26頁参照。

(96)森安2004A，• pp. 229-231 ;森安2004B、10-17頁。
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